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政
令
第
二
百
三
十
二
号

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
六
条
、
第
五
十
二
条
第
六
項
、
第
八
十
六
条
の
七
第

一
項
、
第
九
十
七
条
の
六
並
び
に
別
表
第
二

項
第
四
号
、

項
第
四
号
及
び

項
第
二
号
（
同
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は

（と）

（り）

（ぬ）

第
三
項
に
お
い
て
同
法
第
四
十
八
条
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き

、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
第
百
三
十
五
条
の
十
八
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
敷
げ

た
」
を
「
敷
桁
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
適
合
す
る
階
段
と
同
等
以
上
に
昇
降
を
安
全
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
階
段
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
十
二
条
第
一
項
中
「
、
床
面
積
」
を
「
、
床
面
積
の
合
計
」
に
改
め
、
「
の
合
計
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
間
仕



- 2 -

切
壁
」
の
下
に
「
（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
設
置
部
分
（
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
階
又
は
床
面
積
二
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造
の
壁
若
し
く
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い

る
部
分
で
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を

設
け
た
も
の
を
い
う
。
第
百
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
部
分
の
間
仕
切
壁
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
十
四
条
第
二
項
中
「
間
仕
切
壁
」
の
下
に
「
（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
設
置
部
分
そ
の
他
防
火
上
支
障
が
な
い

も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
部
分
の
間
仕
切
壁
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
条
の
九
第
一
項
中
「
も
の
と
し
」
の
下
に
「
、
圧
縮
ガ
ス
又
は
液
化
ガ
ス
を
燃
料
電
池
又
は
内
燃
機
関
の
燃
料
と

し
て
用
い
る
自
動
車
に
こ
れ
ら
の
ガ
ス
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
（
安
全
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
貯
蔵
し
、
又
は
処
理
さ
れ
る
圧
縮
ガ
ス
及
び
液
化
ガ
ス
」
を
加
え

、
同
項
の
表

項
中
「
玩
具
煙
火
」
を
「
玩
具
煙
火
」
に
改
め
、
同
表
中
「
表
わ
す
」
を
「
表
す
」
に
改
め
る
。

が
ん

（一）

第
百
三
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
第
百
三
十
五
条
の
十
八
各
号
」
を
「
第
百
三
十
五
条
の
十
九
各
号
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
五
条
の
二
十
二
を
第
百
三
十
五
条
の
二
十
三
と
し
、
第
百
三
十
五
条
の
二
十
一
を
第
百
三
十
五
条
の
二
十
二
と
し
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、
第
百
三
十
五
条
の
二
十
を
第
百
三
十
五
条
の
二
十
一
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条
の
十
九
の
見
出
し
中
「
建
ぺ
い
率
」
を
「
建
蔽
率
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
五
条
の
二
十
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条
の
十
八
を
第
百
三
十
五
条
の
十
九
と
し
、
第
百
三
十
五
条
の
十
七
を
第
百
三
十
五
条
の
十
八
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
の
表

欄

の
項
中
「
建
ぺ
い
率
の
」
を
「
建
蔽
率
の
」
に
改
め
、
同
表
中
「
建
ぺ
い
率
限

（い）

（一）

度
」
を
「
建
蔽
率
限
度
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
五
条
の
十
七
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条
の
十
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
昇
降
路
の
部
分
の
床
面
積
を
算
入
し
な
い
昇
降
機
）

第
百
三
十
五
条
の
十
六

法
第
五
十
二
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
昇
降
機
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
す
る
。

第
百
三
十
七
条
の
八
第
一
号
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
の
部
分
（
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
に

付
随
し
て
設
け
ら
れ
る
共
同
住
宅
の
共
用
の
廊
下
又
は
階
段
の
用
に
供
す
る
部
分
を
含
む
。
）
、
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中

「
増
築
前
に
お
け
る
」
の
下
に
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
の
部
分
、
共
同
住
宅
の
共
用
の
廊
下
又
は
階
段
の
用
に
供
す
る
部

分
、
」
を
加
え
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
容
積
率
の
算
定
の

基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
昇
降
路
の
部
分
の
床
面
積
を
算
入
し
な
い
昇
降
機
を
定
め
る
と
と
も
に
、
階
段
等
に
関
す
る
規
制
の

合
理
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


